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　認知症と社会をめぐる歴史は，認知
症を生きる人々へのまなざしを通して
さまざまに変遷してきた。本稿では，
そのような社会のまなざしと社会政策
の変遷を概観しながら，「共生社会の
実現を推進するための認知症基本法」
（以下，認知症基本法）が制定された
今日までの歴史をたどる（図 1）。

古代から近代まで

　古代から近世まで，認知症は老いに
よる自然の摂理あるいは老耄とみなさ
れ，その異常性が顕著であったとして
も社会から疎外されることはなかった
という。しかし，近代になって西洋医
学が普及すると，老耄者は精神病者と
して医学や警察の管理下におかれ，家

養老院は救護施設の一種として法文化
され，政府から必要な財政的支援が受
けられるようになった。また，戦後の
1946 年には救護法が廃止，旧生活保
護法が制定され，養老院は保護施設と
なり公費で運営される公的事業となっ
た。さらに，1950 年には新生活保護
法が制定され，養老院は「養老施設」
として「老衰のため独立して日常生活
を営むことのできない要保護者を収容
して，生活扶助を行うことを目的とす
る施設」として法文上も明記された。
一方，その頃より入所者の長命化，入
所期間の長期化によって，医学的管理
を要する入所者の増加が問題となり，
1961 年に“病弱老人”のみを収容保
護する養老施設「十字の園」が創設さ
れた。また，1956 年に長野県の 13 市
町村で家庭養護婦派遣事業が始まり，
1958 年に大阪市で老人家庭奉仕員制

は実質的にはこの制度から排除され
た。しかし，現実には，所得に関係な
く虚弱な高齢者は増加し，1968 年の
国民生活審議会では「深刻化するこれ
からの老人問題」として，年金，福祉，
保健，就労，住宅政策が課題とされ，
1972 年には有吉佐和子氏の小説『恍
惚の人』 3）によって家族の窮状がク
ローズアップされた。こうした状況を
背景に 1973 年に「老人医療費の無料
化」が導入されたが，それによって老
人医療費は増大し，国民健康保険の運
営も厳しくなり，さらに病院のサロン
化・社会的入院といった問題も生じる
ようになった。一方，1976 年に発せ
られた厚生省社会局長通知「在宅老人
福祉対策事業の実施及び推進につい
て」によって，寝たきり老人対策事業
（老人家庭奉仕事業，日常生活用具給
付・貸与），ひとり暮らし老人対策事
業（老人電話相談センター設置，介護

施策がスタートした。すなわち，1984
年以降，痴呆性老人処遇技術研修事業，
痴呆性老人対策推進本部，老人保健施
設，老人性痴呆疾患治療病棟，痴呆性
老人デイ・ケア施設，老人性痴呆疾患
センターなどが整備されていった。
1986 年に設置された「痴呆性老人対
策推進本部」の専門員を務め，「痴呆
性老人処遇技術研修事業」や「国立療
養所における老人性痴呆に対する医療
のモデル事業」を通じ，国立療養所菊
池病院で認知症の医療に取り組んでい
た室伏君士氏は，当時有効な薬もない
認知症医療の領域に「ケア」という言
葉を初めて導入し，「理にかなったメ
ンタルケア」 4）の普及に努めた。同氏
は，ケアという言葉を介護とは区別し
て用い，それは「障害された状態像に
対し治療的に，人間的な生活機能を回
復・維持・向上するリハビリテーショ
ンの考えや方法による指導を主とする

度，1959 年に布施市（現東大阪市）
で独居老人家庭巡回奉仕員制度がつく
られた。これらは，生活に困窮した老
人が老衰や病気で日常生活に支障を来
したときに，洗濯，清掃，炊事，看病
等を行う事業として，1962 年に老人
家庭奉仕員事業として国庫補助化され
た。これらが特別養護老人ホームや訪
問介護のモデルとなった。

在宅介護・施設介護の 
法制化と体系化
　1963 年の老人福祉法によって，養
護老人ホーム，特別養護老人ホーム，
軽費老人ホーム，訪問介護，健康診査
が法制化され，今日の介護サービスの
原型がつくられた。当時の老人福祉は，
救貧対策の流れを受けて措置制度によ
って運用されていたため，中高所得者

人派遣事業），生きがい対策事業（老
人就労斡旋事業，老人クラブ助成事業，
老人社会奉仕団活動助成事業，老人ス
ポーツ普及事業），在宅老人デイサー
ビス事業などが創設された。このよう
にして，1960～70 年代に在宅介護・
施設介護が法制化・体系化されていっ
たが，認知症のケアという視点はなく，
在宅介護や施設介護が困難になれば精
神病院に入院するしか手立てがなかっ
た。こうした状況の下，1980 年に「呆
け老人をかかえる家族の会（現・認知
症の人と家族の会）」が発足した。

老人精神保健対策としての 
認知症の医療とケア
　1982 年の老人保健法によって老人
医療費の一定額負担が導入されると共
に，老人精神保健対策としての認知症

もので，その基盤には人間科学の理が
流れている」とし，認知症高齢者の行
動を「痴呆というハンディキャップを
持ちながらも，その中で彼らなりに，
何とかして一生懸命生きようと努力し
ている姿，あるいはそれができなくて
困惑している姿」ととらえる立場を強
調した。

介護保険制度の導入と 
「痴呆」の呼称変更
　高齢者人口の増加と共に，医療費と
社会的入院は増え続けた。1989 年に
消費税が導入され，同年の高齢者保健
福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）
によって介護資源整備が本格的に進め
られるようになった。しかし，高齢者
人口の増加は予想をはるかに上回るも
のであり，税による財源確保は限界と

族による保護が強制され，手のつけら
れない状態になれば私宅監置，癲狂院
への入院も視野に入れられるようにな
った 1）。当時，西洋医学のさまざまな
用語が日本語に翻訳されたが，De-
mentia については，「痴狂」「瘋癲」「痴
呆」などと翻訳されていた。しかし，
明治末期に呉秀三氏が「精神病ノ名義
ニ就キテ」 2）と題する論文の中で，「癲」
「狂」の文字を避ける観点から「痴呆」
という用語を提唱した。

救貧対策としての 
高齢者福祉
　すでに明治期より，身寄りのない困
窮した老衰者を収容・保護するための
養老院がキリスト教系や仏教系の団体
によって設立されはじめていたが，
1929 年に制定された救護法によって
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され，2000 年に介護保険制度が導入
された。その一方，制度が導入されて
間もなく，「痴呆に対する偏見と無理
解が適切なケアを阻んでいる」といっ
た意見が聞かれるようになった。これ
を受けて，2004 年に「痴呆」という
呼称が「認知症」に改称され，認知症
サポーター養成講座がはじまり，認知
症サポート医養成研修，かかりつけ医
認知症対応力向上研修が始まった。ま
た，2006 年に地域包括支援センター
や地域密着型サービス，2008 年に認
知症疾患医療センターが創設された。
さらに，2001 年に，高齢者痴呆介護
研究・研修センター（現・認知症介護
研究・研修センター）が東京，仙台，
大府に設置され，初代の東京センター
長に就任した長谷川和夫氏の指揮のも
と認知症介護の研究と指導者の育成が
なされるようになった。

地域包括ケアシステムと 
オレンジプラン
　2010 年代に入ると，急速な少子高
齢化，要介護要支援高齢者の増加，単
独・高齢者のみ世帯の増加，認知症高
齢者の増加によって，現行のサービス
提供体制では医療ニーズの高い高齢
者，重度の要介護高齢者，特に単身・
高齢者のみ世帯を地域で支えることが

の設置が求められた。

認知症当事者の人権と 
権利ベースのアプローチ
　21 世紀に入ってから，世界の先進
諸国において認知症国家戦略を策定す
る動きが活発化した。また，2012 年
には世界保健機関（WHO）が，認知
症を公衆衛生上の優先課題とすること
を求める報告書を刊行した。さらに，
2015 年にジュネーブで開催された「認
知症に対する世界的アクションに関す
る第 1回WHO大臣級会合」では，世
界規模で急増する認知症の社会的コス
トの問題について「認知症は世界の脅
威である」というメッセージが発信さ
れた。これは多くの先進諸国の政策担
当者の共通認識でもあり，認知症予防
を公衆衛生対策上の優先課題とする動
きを加速させた。
　一方，その会議の中で，国連で「高
齢者による人権享受に関する独立専門
家」に任命されたRosa Kornfeld-Matte
氏が，「これまでの国際会議や国内会
議において，認知症当事者のニーズや
人権は優先度の低い議題であり続け
た。しかし，認知症と共に生きる人々
は，疾病の進行とともに，孤立，排除，
虐待，暴力に晒されやすくなる」「認
知症は公衆衛生の問題であるが，同時

者は認知症の当事者であり，責務履行
者は国家・地方公共団体・その他のス
テークホルダーということになる。
　2017 年にWHO は「認知症に対す
る公衆衛生上の対応に関するグローバ
ルアクションプラン」を発表したが，
そこには「認知症が予防され，認知症
の本人とケアラーがよく生き，尊厳・
尊重・自立・平等をもって生きる彼ら
の力を充足するのに必要とされるケア
や支援を受ける世界」というビジョン
と，「認知症とともに生きる人々の人
権」という領域横断的理念が掲げられ
ている。また，2019 年にWHO が発
表した認知症予防に関するガイドライ
ンも，そのタイトルは『認知機能低下
および認知症のリスク低減』とされ，
「予防」という言葉の取り扱いに注意
している。こうした動きは，「共生と
予防を車の両輪とする」とした 2019
年の認知症施策推進大綱にも影響を与
えているように思われる。

当事者の声の発信と 
認知症フレンドリー社会
　上記のような動きと並行して，21
世紀の初頭より認知症である当事者の
声が次第に高まりを見せるようになっ
た。Christine  Bryden 氏は，1998 年
に自らの体験をつづった書籍 5）を刊

である藤田和子氏が「認知症になって
からも，希望と尊厳をもって暮らし続
けることができ，よりよく生きていけ
る社会」の創出をめざして活動すると
宣言した。こうした動きは政府に大き
なインパクトを与え，2015 年にはオ
レンジプランにかわって認知症施策推
進総合戦略（新オレンジプラン）が発
表された。このプランの最も重要な特
徴は，認知症当事者の視点の重視が施
策の柱に明記された点にある。このプ
ランの下で，認知症当事者の参画を促
進する「本人ミーティング」が提案さ
れ，2019 年に策定された認知症施策
推進大綱では本人発信支援が政策化さ
れ，「希望大使」が創設された。
　2015 年以降に国際アルツハイマー
病協会は，世界各国の認知症フレンド
リー社会の取り組みを紹介する報告書
を複数刊行している。そこでは，認知
症フレンドリー社会とは，「認知症で
ある本人と介護者が，力づけられ，支
援され，社会に包摂され，その人々の
権利が人々に理解され，その人々がも
つ力が人々に認識されている場であ
り，文化である」と定義されている。
また，その目標を達成するための 4原
則（図 3）が示されている。2015 年以
降のわが国の歩みを振り返ると，確か
にこの 4原則に沿った活動が次第に広
がりを見せているのがわかる。

共生社会の実現を 
めざす時代
　2023 年に制定された認知症基本法
（詳細は 8面を参照）は，そのような
活動の一つの帰結と言えよう。この法
律の特徴を一言で表現するならば，「共
生社会というビジョンを実現するため
に，権利ベースのアプローチを通して，
認知症フレンドリー社会を創り出すこ
とをめざした法律」である。すなわち，
法の第 1条に「共生社会」というビジ
ョンを掲げ，それを実現するために「認
知症施策を総合的かつ計画的に推進す
る」ことが法の目的であると記されて
いる。
　ところで，「地域共生社会」という
用語は近年のわが国の社会保障制度改
革全体のキーワードでもある。この用
語の誕生の背景には，進展する超少子
高齢化とそれによる「社会保障制度の
持続可能性の危機」という現実問題が
あり，認知症基本法でうたわれている
「共生社会」とはやや趣が異なる。し
かし，認知症や障害の有無にかかわら
ず，全ての国民が基本的人権を享有す
る個人として尊重され，相互に支え合
いながら暮らせる社会を，国・地方公
共団体・各種関係機関・国民の分野横
断的な協働によって創り出そうとして
いる点は共通する。「共生社会」とは，
具体的にはどのような社会なのか。ど
のような条件が満たされれば「共生社
会」と言えるのか。私たちは，現実世
界の中でそれが何であるかを探求しな
がら，そのような世界をめざす大航海
時代を生きているのであろう。
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共団体の責務とされた。2012 年に策
定された認知症施策推進 5 か年計画
（オレンジプラン）は，認知症の人の
暮らしを支える地域包括ケアシステム
を構築するための基本計画に相当す
る。このプランで提案された認知症ケ
アパスとは，認知症の「気づき」の段
階からエンドオブライフケアの段階に
至るまで安定した地域生活が送れるよ
うに，それぞれのステージに応じて医
療・介護・その他のサービスが統合的
に利用できるようにするための手引き
を意味している。また，その入り口に
は早期診断・早期対応の仕組みとして
の医療・介護連携体制（図 2）とそれ
を強化する認知症初期集中支援チーム

に人権の問題である」と訴えた。同年
にWHOは，世界の認知症施策に権利
ベースのアプローチを取り入れること
を提起している。
　権利ベースのアプローチとは，国連
の開発援助の領域で使用されてきた考
え方である。その特徴は，ニーズが充
足されていないことに注目するばかり
ではなく，ニーズが充足されていない
ことを権利が実現されない状況ととら
え，その構造を徹底的に分析し，権利
保有者と責務履行者の関係にフォーカ
スを当て，権利保有者が権利を行使で
きるように，責務履行者が責務を履行
する能力を発揮できるように，包括的
な戦略を練り，開発援助の計画を進め
る点にある。認知症の場合，権利保有

行。2001 年に国際認知症権利擁護・
支援ネットワーク（DASNI）を発足
させ，同年に世界で初めて認知症の当
事者として国際アルツハイマー病協会
の国際会議で講演した。James  McK-
illop 氏らは，2002 年に認知症の当事
者組織である「スコットランド認知症
ワーキンググループ」を発足させ，当
事者の視点に立った診断後支援を政府
に求めた。Kate  Swaffer 氏は，2014
年に国際認知症同盟（DAI）を発足さ
せ，世界に向けて認知症と共に生きる
人々の人権確保を訴えた。
　わが国においても，2014 年 10 月に
日本初の認知症当事者組織である「日
本認知症本人ワーキンググループ
（JDWG）」が発足し，共同代表の一人

図 2	 認知症に対する医療・介護サービスの統合的な提供システム

図 3	 認知症フレンドリー社会を実現するための4つの基本原則
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	 2014	 			日本認知症本人ワーキンググループ
（JDWG）発足

	 2014	 	医療介護総合確保推進法の制定，国際認知症
同盟（DAI）発足，認知症サミット日本後継イ
ベント（東京）		

 2015	 	認知症施策推進総合戦略	
（新オレンジプラン）

	 	 	認知症に対する世界的アクションに関する第1
回WHO大臣級会合（ジュネーブ）

	 2017	 	WHO報告書「認知症に対する公衆衛生上の対
応に関するグローバルアクションプラン」

 2019	 	認知症施策推進大綱
	 2021	 	重層的支援体制整備事業
 2023	 	共生社会の実現を推進するための認知

症基本法の制定
	 	 	G7保健大臣会合で認知症施策について討議

（長崎）

JDWG共同代表と
塩崎厚労相（当時）

個別の組織・機関だけではなく，社会全
体を変化させるには，官民連携を含む
領域横断的な協働が必要である。

パートナーシップ Partnership

地域 Community

さまざまな組織・機関において，認知症
フレンドリーなアプローチを確立する必
要がある。

組織・機関 Organization

認知症に関連する偏見や社会的孤立と
闘い，本人のニーズに合った活動やサー
ビスを利用できるようにする必要がある。

人  々People
認知症と共に生きる人 を々尊重し，尊厳を
守り，本人の求めていることを理解するた
めには，当事者の参画が不可欠である。

認知症と社会をめぐる歴史的変遷｜カラー解説
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